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教科書採択のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県教育委員会 

 

           



                                                                                       

 
    教科書採択 とは、数種類ある教科書の中から、学校で使用する教科書を決定すること 

です。 

 

  

 

  教科書には、文部科学省検定済教科書、文部科学省著作教科書、並びに高等学校及び特別支援 

 学校等において使用される学校教育法附則第９条に規定する教科書がありますが、種目（教科書 

の教科ごとに分類された単位）ごとに数種類発行されているため、実際に学校で使用する教科書 

を決定する必要があります。この事務手続きを、教科書の採択といいます。 

 

                                                                                                 

   教科書採択の権限 は、次のとおりです。  

 

   公 立 学 校 … その学校を設置する地方公共団体の教育委員会です。 

             都道府県立学校については、都道府県教育委員会、市町村立学校につい 

ては、市町村教育委員会となります。 
 
   公立を除く学校 … その学校の校長です。 

 

                                                                                                 

   市町村の義務教育諸学校における採択は、採択地区       ごとに行われます。 

 

  採択地区 とは、市町村の義務教育諸学校における教科書採択のために「市町村の区域又は 

 これらの区域を併せた地域」に設定されるもので、この採択地区内の市町は、共同して種目ごと 

に同一の教科書を採択することになります。 

  本県では、次のとおり１３の採択地区が設定されています。 

 

採択地区名 構成市町名 採択地区名 構成市町名 

河 内 
宇都宮市 

上三川町 下野市 下野市 

鹿沼市 鹿沼市 塩谷南那須 
矢板市、さくら市、那須烏山市 

塩谷町、高根沢町、那珂川町 

日光市 日光市 大田原市 大田原市 

芳 賀 

真岡市 

益子町、茂木町、市貝町 

芳賀町 

那須塩原市・ 

那須町 

那須塩原市 

那須町 

下都賀 壬生町、野木町 佐野市 佐野市 

栃木市 栃木市 足利市 足利市 

小山市 小山市   

 



   都道府県教育委員会 は、教科書の採択に関して、適切な指導、助言、援助を行い 

ます。 

 

  

 

  都道府県教育委員会 は、市町村教育委員会、公立を除く義務教育諸学校の校長の行う 

教科書採択に関する事務について、適切な指導、助言、援助を行います。 

  これを行うに当たり、都道府県教育委員会は、教科用図書選定審議会 の意見を聞かな 

ければなりません。 

                                                                                                 

   教科書展示会 は、教科書の調査・研究に資する役割を担っています。  

 

  教科書展示会 は、都道府県教育委員会が、文部科学大臣の指示する時期（６月１日から同年 

７月３１日までの間の１４日間）に教科書センター等において開催しています。 

  本県においては、上記の期間以外にも利用者の便宜を考えて、事前展示を開催しています。 

教科書展示会の役割は、教科書を見本として陳列することによって、教科書の調査・研究及び 

相互の比較検討に資すると共に、保護者その他一般の人々が利用することにより、教科書に対す 

る関心及び認識の機会を提供することにあります。 

 

                                                                                                 

   教科書センター は、教科書の常設展示場として県内各地に設置されています。  

 

  教科書センター とは、都道府県が、学校の教員や住民の教科書研究のために設置する教 

科書の常設展示場のことで、県内に１３か所設置されています。 

 

                                                                                                 

   教科書採択の参考に供するため、教科書センター等に 教科書見本本等 が送付されま 

す。 

 

  

 

   教科書センター等には、採択の参考に供するために教科書の発行者から 教科書見本本 が 

送付されます。 

  また、文部科学省が作成した 教科書目録 や 教科書編集趣意書 を、教科書展示会 

期間中、教科書センター等に常備することにより、採択事務の円滑化を図っています。 

    なお、教科書の検定については、文部科学省のホームページにおいて情報が提供されています。 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/main3_a2.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/main3_a2.htm


教科書センター 一覧 

   

 採 択 

地 区 
名 称 

 
展 示 種 別 

 所    在    地 

  小 中 高 特 

 
河 内 

宇都宮  宇都宮市竹林町１０３０－２ 
○ ○ ○ ○ 

    教科書センタ－ （ 河内教育事務所 ） 

 
日光市 

今 市  日光市今市５３１ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 日光市立今市小学校内 ） 

 
日光市 

鬼怒川  日光市藤原１９ 
○ ○  ○     教科書センタ－ （ 日光市立鬼怒川小学校内 ） 

 
鹿沼市 

鹿 沼  鹿沼市今宮町１６６４－１ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 上都賀教育事務所 ） 

 
芳 賀 

真 岡  真岡市荒町１１６－１ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 芳賀教育事務所 ） 

 
下都賀 

野 木 野木町丸林５７１ 
○ ○  ○       展示会場 （ 野木町公民館１階 ） 

 
栃木市 

栃 木 栃木市入舟町６－８ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 栃木市市民交流センター内 ） 

 
小山市 

小 山  小山市黒本７７１－２ 
○ ○  ○     教科書センタ－ （ 小山市立羽川西小学校内 ） 

 
下野市 

下 野  下野市田中６８１－１ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 下野市南河内図書館２階 ） 

 
下都賀 

壬 生  壬生町落合３－５－３ 
○ ○  ○  展示会場 （ 壬生町生涯学習館内 ） 

 塩 谷 

南那須 

矢 板  矢板市鹿島町２０－２２  
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 塩谷南那須教育事務所 ） 

 塩 谷 

南那須 

那珂川  那珂川町馬頭５５０－４ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 那珂川町馬頭図書館２階 学習室 ） 

 
大田原市 

大田原  大田原市本町２－２８２８－４ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 那須教育事務所  ） 

 那須塩原市 

・那須町 

那須塩原  那須塩原市本町１－１ 
○ ○  ○     教科書センタ－ （ 那須塩原市図書館「みるる」内 ） 

 那須塩原市 

・那須町 

那 須 那須町大字寺子乙３９６８ 
○ ○  ○  展示会場 （ 那須町立図書館 ） 

 
佐野市 

佐 野  佐野市堀米町６０７ 
○ ○ ○ ○     教科書センタ－ （ 安足教育事務所 ） 

 
足利市 

足 利  足利市相生町１－１ 
○ ○  ○  展示会場 （ マルニ額縁生涯学習センター ３階 ） 

※ 展示種別の特は、特別支援学級などにおいて教科書として使用される、一般図書の展示を指します。 

   

   お問い合わせは    栃木県教育委員会事務局 

義 務 教 育 課 総 務 担 当 

ＴＥＬ   ０２８（６２３）３３８９ 

 


